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学校法人 福岡学園 平成３０年度事業計画 
 

本学園は、少子高齢化が進む今日、新たに福岡看護大学を開学させ、3大学体制下で健康長寿社会

を支える医療、保健、福祉分野の総合学園として着実に発展を遂げてきた。 

今後、これまでの取組みを更に拡大し、学園の基盤整備を進め、地域社会への貢献を目指すととも

に、「入学しやすい大学」ではなく、「学生が学びたい大学」、「学生が意欲を持って学び、卒業生

が誇れる母校」、「地域の歯科医療・保健・福祉への貢献」、「口腔医学の確立による医歯看護学の

進展への寄与」をモットーに、社会の変革、ニーズに的確に応えることのできる学園づくりに向け、

平成 30年度の事業計画を次のとおり定める。 

 

第三次中期構想 平成 30年度事業計画 

１ 教育に関する目標  

（１）社会のニーズに応える医療人の育成  

・ 高い倫理観と使命感を持ち、豊かな人間性を

備えた、教養と良識のある医療人の育成を目指

す。 

・歯科大学では、ディプロマ･ポリシー、カリキュラム･ポリ

シーに基づいた教育活動を展開するため、改正したカリキ

ュラムを開始する。 

・看護大学では、三つのポリシーに基づき実施した教育活動

と看護学モデルコア・カリキュラムを基本に照合し、改善

（ＰＤＣＡサイクル）を組織的に行う。 

・短期大学では、カリキュラムアセスメントポリシー(カリ

キュラム査定ポリシー) (CAP)およびラーニングアウトカ

ムズアセスメントポリシー(学修成果の査定ポリシー)を

策定する。 

・ 超高齢社会の中で、口腔の健康から全身の健

康を守る医療・介護を実践し、多職種連携のも

とに地域の医療・保健・福祉に貢献する能力を

備え、高い生涯学習の意欲をもつ医療人の育成

を目指す。 

・歯科大学では、ディプロマ･ポリシー、カリキュラム･ポリ

シーに基づいた教育活動を展開するため、改正したカリキ

ュラムを開始する。また、採択されたブランディング事業

を踏まえた地域連携等に関する教育を展開する。 

・看護大学では、口腔医学を取り入れた看護学を構築するた

めの教育活動の検討を行う。 

・短期大学では、前年度に受審した大学教育再生加速プログ

ラム(AP)の中間審査で指摘された課題に対応し、アクティ

ブ･ラーニングの充実及び学修成果の可視化を図る。 

・地域連携センターでは、福岡歯科大学学務委員会ととも

に、新設科目「キャリアプランニング／地域医療」を、地

域包括ケアシステムで活躍する歯科医師の育成カリキュ

ラムとして立案実施する。 

（２）口腔医学の確立・育成  

・ 戦略的大学連携支援事業の過去 10年間の総括

を行うとともに、今後の大学間連携の方針を策

定する。 

 

・ 現在および将来の社会情勢、教育制度や医療

ニーズに対応した口腔医学の学問体系の確立・

育成に取り組むとともに、社会への情報発信の

推進、口腔医学教育の充実、多職種連携医療に

おける口腔医学の推進を図る。 

・歯科大学では、連携大学との協議のもと、口腔医学の推進

を図るため、引き続き医歯学連携演習TV授業を継続する。 

・看護大学では、各分野、各科目において、歯科大学、短期

大学及び周辺看護系大学、病院と連携し、口腔ケア看護教

育プログラムを作成する。また、口腔ケア、口腔関連QOL

等の研究を推進する。 

・短期大学では、前年度のアンケートを基に講座内容の検討
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第三次中期構想 平成 30年度事業計画 

を行い、「口腔介護スキルアップ講座」を地域連携に主眼

をおいた口腔介護の能力向上のための講座に改編する。 

・病院では、口腔医学を地域病院に浸透させるため、新規連

携病院のリストアップを行う。なお、済生会病院が実施し

ている離島（小呂島）診療の歯科部門を4月より本院が担

当する。 

また、口腔管理や口腔ケアの連携パンフレットまたは連

携クリニカルパスの作成にとりかかる。 

（３）福岡歯科大学口腔歯学部の教育  

・ 口腔医学の知識や技術を身に付けた歯科医師

を育成するため、改訂したディプロマ・ポリシ

ーおよびカリキュラム・ポリシーに基づきカリ

キュラムを構築し、教育内容の改善・充実を図

る。 

・アウトカム基盤型教育を推進する観点から、改正したカリ

キュラムを開始し、学修成果の検証を引き続き行う。 

 

・ 大学間連携による口腔医学モデルシラバスを

導入し、医歯学連携教育の充実を図るととも

に、診療参加型実習の内容や評価法の更なる向

上を目指す。 

・学生臨床実習の充実を図るため九州大学歯学部との連携

事業を推進する。 

・臨床実習後の臨床能力試験のトライアル I実施にあたり、

診療参加型実習の総括的評価の充実を図るとともに、個々

の患者の医学的・社会的背景に配慮しつつ治療を行う歯科

医師を養成する。 

・ 学修成果の可視化を通じてアウトカム基盤型

教育を推進し、学習意欲の高揚と教育効果の向

上に取り組む。 

・新シラバス運用により可視化された獲得能力の妥当性の

検証（外部テスト・アンケート調査等）を行う。 

 

・ 体験学習や新しい学習到達度評価の充実に取

り組み、初年次からの自己問題提起・解決型能

力と総合的な学習能力の育成を目指す。 

・前年度末に改正したカリキュラムで新たに開講した「横断

統合演習」、「課題解決演習」「知的技法」等により低学年

からの総合的な学習能力の向上に取り組む。 

・入学前教育の実施結果を検証のうえ、内容等の改善を図

り、初年次から問題解決能力の向上に取り組む。 

（４）福岡歯科大学大学院の教育  

・ 研究基盤能力向上のための教育体制の確立と

ともに、修学支援体制を充実させながら、多面

的な研究指導体制による高度な研究能力の涵

養を図ることによって、先進的な研究成果の創

出につなげる。 

・学位の質保証のため、研究成果公表の一環として、学位申

請前に多数の研究科委員が進捗状況を確認できる仕組み

を検討する。 

・研究能力向上のために論文記述能力やデータ解析能力を

高める研究基盤カリキュラムの充実を検討する。 

・ 地域連携、産学官連携、国内外研究機関との

研究交流を通じて、組織的研究拠点として研究

センターの活用を図りながら、口腔医学を基盤

とした新領域や融合研究領域で活躍できる社

会性・国際性豊かな人材育成を推進する。 

・口腔医学を基盤とした本学研究ブランドを意識した大学

院研究活動を支援する方策を検討する。 

・研究センターを活用した大学院研究および国外での研究

成果の公表や研究研修を推進する。 

・ 医科歯科総合病院と口腔医療センターを活用

した臨床研究を中心としたカリキュラムの創

成を通じて、高度専門職医療人の育成を目指

す。 

・一律な単位取得を課している既存のコースワークについ

て、臨床研究など学位研究の種別に応じて多様性を高める

方策を検討する。 

（５）福岡看護大学の教育  

・ 医療・看護ニーズに対応できる高度な専門的

知識と技術を修得し、看護学の発展および人々

の健康と福祉に貢献できる看護専門職の育成

を目指す。 

・開学初年度実施分の教育内容、シラバス、成績評価基準等

について、検証・修正を行う。また、「設置計画履行状況

等調査」（アフターケア）への対応を行う。 

・グループ学習体制を構築し、学生の学習支援を行う。 
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第三次中期構想 平成 30年度事業計画 

・ 実習施設との連携強化と実習指導体制および

リスク管理体制を整備し、実習の質向上を図

る。 

・大学と実習施設との連携強化及び実習体制の整備を行う。

また、実習小委員会、実習協議会の運営によって実習の質

向上を目的とした評価を行うとともに、各種実習ガイドラ

インの修正を行い、円滑な実習体制の構築を図る。 

・ 教育研究基盤を充実させるため、2021年度（平

成 33 年度）設置に向け、看護系大学院開設の

準備を進める。 

・大学院看護学研究科設置準備委員会で、地域社会のヘルス

ケアニーズ、看護教育上のニーズについて情報収集・分析

を行うとともに、特色ある大学院構築のため、同委員会で

検討する。また、平成 31 年度 10 月までに各教員の教育研

究業績の充実を図る。 

（６）福岡医療短期大学の教育  

・ 口腔保健・口腔介護（要介護者への口腔ケア）

教育を充実し、歯科衛生士・介護福祉士への志

向を高めるとともに、専門的口腔ケア技術の教

育内容・指導方法について継続的に検証・改善

を行う。 

・個々の対象者に対応した「口腔保健管理・口腔介護」の

提供ができる人材育成のための施設実習に関する調査

を実施する。 

・歯科衛生学科では、「口腔介護推進歯科衛生士」の取得要

件である２年次科目「介護研修（介護職員初任者研修）」

の教育方法を検証し改善点を探るとともに、「口腔介護推

進歯科衛生士」、「口腔機能向上推進歯科衛生士」の資格取

得者の就職先への調査方法を検討する。 

・保健福祉学科では、「医療的ケア教育」の教育方法を検証

し見直す。 

・前年度に受審した大学教育再生加速プログラム(AP)の中

間審査で指摘された課題に対応し、アクティブ･ラーニン

グの充実を図るとともに、学修成果の解析結果を踏まえ引

き続き取組みの改善を図る。 

・ 医科歯科総合病院・介護保険施設等との連携

により、高度かつ実践的な教育を行う。 

・歯科衛生学科では、検討した臨床・臨地実習並びに臨床実

地の教育内容について指導者と協議し、意見の聴取を行

う。また、開業歯科医院での実習を具体化する。 

・臨床・臨地実習、介護実習における実習評価基準の標準化

を図るための調査の準備を行う。 

・ 社会のニーズ等を踏まえて、歯科衛生学科の

学士課程への転換に向けた検討を継続し、保健

福祉学科の改組（専門職業短期大学）を検討す

る。 

・歯科衛生学科では、学士課程に対応できる教員を育成する

ため、研究ブランディング事業を基盤に、助教、講師の研

究を支援し、業績を積み上げる。 

・保健福祉学科では、多種多様な取組みを実施する。また、

学科の改組等の方向性についても検討する。 

（７）教育の質の向上  

・ 多様な FD・SD 活動を通じて、教育の変化に対

応し改善できる教育能力を持つ教職員の育成

に努める。 

・歯科大学では、ＦＤ･ＳＤ活動を検証のうえ、内容等の改

善を図り、ＦＤ･ＳＤ活動を推進する。特に、大学教育再

生加速プログラム（学修成果の可視化）の取組みにより、

収集した教学データに基づいた教育方法・内容の改善に関

するＦＤワ－クショップを引き続き開催する。 

・看護大学では、建学の理念の涵養を目指し、教育者として

の役割や責任、教育活動の改善に関するＦＤ研修を開催す

る。 

・短期大学では、学務・ＦＤ委員会を分割し、ＦＤ委員会の

機能の強化を図る。 

・教職員の意識改革と能力向上に向けた FD･SDを引き続き実

施する。 
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第三次中期構想 平成 30年度事業計画 

・ 授業評価や各種教学調査を実施するととも

に、それらの検証方法を整備し、結果をフィー

ドバックすることにより継続的な教育改善と

質の向上に取り組む。 

・歯科大学では、継続的な教育改善に取り組むため、前年度

に実施の授業評価アンケート結果並びに学部学生や卒業

生に対する修学環境満足度調査結果を検証のうえ、同アン

ケート及び同満足度調査を引き続き実施する。また、教育

環境の改善のため、講義室の改修に着手する。 

・看護大学では、FD委員会に教育改善実施のための教員育成

小委員会を設置し、意識の改革を進めるとともに、教育改

善実施のPDCAサイクル化を進める。 

・短期大学では、アンケート結果を担当教員と学生にフィー

ドバックし、授業の改善を図る。教学 IR を活用し、カリ

キュラムの見直しを行い、問題点を抽出する。特に、歯科

衛生学科では、平成 28 年度改正のカリキュラムの検証を

実施する。保健福祉学科では、厚生労働省の方針に従いカ

リキュラム改正の準備を行う。 

・ 福岡看護大学および福岡医療短期大学におい

ては、教員の資質向上のための学位取得支援体

制を整える。 

・看護大学では、共同研究や分野間での研究支援体制を整え

るため、口腔ケア、他職種連携、在宅高齢者などを研究テ

ーマにした研究活動を推進する。 

・短期大学では、助教、講師の学位取得を奨励し、取得支援

体制を整えるため、授業形態を見直す。 

（８）国家試験  

・ 福岡歯科大学では歯科医師国家試験合格率の

向上、臨床実習開始前の共用試験（CBT、OSCE）

および臨床実習後の臨床能力試験の全員合格

を目指す。 

・第112回歯科医師国家試験において新卒者の合格率向上を

目指す。また、共用試験の全員合格を目指す。 

・前年度の歯科医師国家試験結果および臨床実習開始前の

共用試験の実施結果を、教育支援・教学ＩＲ室で分析し、

その結果を教員にフードバックするとともに、学務委員会

及び部長会で検証のうえ、対応策を作成し、実施する。 

・ 福岡看護大学では看護師・保健師国家試験の

全員合格を目指す。 

・3年後の看護師国家試験全員合格と、保健師国家試験合格

（選択者）を目指し、学生と教員が意見交換のうえ、学生

が主体的に学ぶ体制を検討する。また、保健師養成課程に

ついては、厳正に選抜試験を実施する。 

・ 福岡医療短期大学では歯科衛生士・介護福祉

士国家試験の全員合格を目指す。 

・歯科衛生学科では、前年度の国試対策を総括し、教学IRを

活用して過去の出題問題をデーターベース化する。また、

成績不振者の教育方法を2年次より検証し、対応策を早期

に立てる。 

・保健福祉学科では、国家試験義務化に対応できるよう、国

家試験出題基準に準拠した教育指導を実施する。また、既

卒者の国家試験受験希望者への対策を検討する。 

２ 研究に関する目標  

（１）研究の質の向上  

・ 口腔医学を基盤とする基礎的・応用的研究を

推進するとともに、関連大学・研究機関との連

携による研究を漸進的に実施する。 

・早良区板屋地区での健康に関する住民調査を継続する。さ

らに調査地区を星の原団地等へ拡大して研究ブランディ

ング事業社会的アプローチを推進し、口腔医学の地域への

展開を図る。 

・歯科大学では、岩手医科大学及び前年度締結した久留米大

学との共同研究を継続して実施する。 

・ 研究の適正化を図り、意欲的な研究活動を支

援するための研究マネジメント体制を充実す

・意欲的な研究活動を支援するための研究マネジメント体

制の充実に向けた検討を行う。 
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るとともに、研究センターによる先進的研究プ

ロジェクトの展開と学園内共同利用研究拠点

としての設備の活用を図る。 

・歯科大学では、効果的なブラッシュアップを実施し、科研

費の新規採択率の向上を図る。 

・看護大学では、科研費審査方法の概要・計画書作成に関す

る留意点などの説明会を実施するとともに、ブラッシュア

ップの体制を整える。 

・研究の適正化を図るために、学部学生、大学院生から教員

まで研究に携わるすべての研究者に対し、研究倫理教育を

徹底する。 

・ 学部学生から医療従事者までに拡がる研究マ

インドの幅広い定着に向けた取組みを推進す

る。 

・歯科大学では、新設した学生研究支援プログラム制度を活

用し、研究マインドのある学部学生の育成を進める。 

・ 口腔医学・口腔保健学・看護学・介護福祉学領

域の共同研究を推進し、時代のニーズを先取り

した医療・保健・福祉分野における新たな研究

領域を創設する。 

・三大学の共同研究体制の整備、テーマの選定等を行い、共

同研究を開始する。 

（２）研究ブランドの確立  

・ 全学的独自色（研究ブランド）を打ち出すた

めに最優先研究課題を設定し、地域社会・国際

社会のニーズに応える研究成果を生み出す。 

・歯科大学では、3つの研究チームによって設定した各アプ

ローチの実施計画に基づき、ブランディング事業を推進

する。また、公募研究を募り、全学的ブランディング戦

略を推進する。 

・地域連携センターでは、「口腔医学」ブランドで、軽度認

知障害(MCI)スクリーニング検査を含む全身および口腔

健康調査や介護予防活動、多様な疾患・病態に対応でき

る口腔ケアのマニュアル作成事業に着手する。 

・看護大学では、看護学・口腔医学連携研究委員会の活動を

中心に、口腔医学・口腔医療関連の研究を推進するととも

に、口腔ケアに関する看護学の書籍の発刊準備を行う。 

・短期大学では、研究ブランディング事業の採択を受け、口

腔・栄養・運動機能の向上支援による健康寿命の延伸を課

題とする研究チーム（A.口腔機能、B.栄養改善、C.運動機

能、D.社会資源の４グループ）の研究を推進する。 

・ 学長のリーダーシップの下、研究センター機

能の充実、関連研究機関との交流と若手研究者

の育成を通じて、先進的学術研究拠点の創出を

目指す。 

・大学院生や教員の研修派遣、受け入れ及び共同研究の実施

を通じて、学外研究機関との交流を引き続き積極的に進め

る。 

 

・ 全学的独自色に向けての取組みを加速させる

ために、全学的研究活動の管理・支援・評価体

制の整備を進めるとともに、研究課題の事前調

査と事後評価のための学園内外の連携体制の

構築を推進する。 

・歯科大学及び短期大学のブランディング事業計画書に基

づき、各研究チームの研究活動に対する進捗管理、研究

支援を実施するとともに、学園内外の連携体制を構築

し、新たな研究領域の創設を進める。 

・看護大学では、大学のブランディング構築のために、口腔

医療、口腔医学、well-being、在宅医療、在宅ケアに関連

する委員会を充実させる。 

３ 学生の支援等に関する目標  

（１）修学等の支援  

・ 個々の学生ニーズに応える修学支援システム

や主体的学習支援体制の整備・充実を図る。 

・歯科大学では、大学教育再生加速プログラム（学修成果の

可視化）の取組みによるアセスメントに基づく評価を行

う。また、成績不振学生に対するＳＡによる主体的学習の

支援を継続するとともに、e-learningシステムの活用を促
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進する。 

・看護大学では、課程ごとの履修ガイダンスを充実させると

ともに、個々の学生に対応した国家試験の指導体制を整備

する。 

・短期大学では、課外の実習アクティビティに活用できる視

覚媒体について学生のニーズを把握して、作成計画を立案

し、試作品を作成する。また、視覚媒体作成のためのワー

クショップを開催する。 

・ 学生への経済支援・課外活動支援を充実する

とともに、口腔医療、口腔保健、看護、介護を

志向する学生への就職活動支援の拡充に取り

組み、保護者の会、学生共済会や同窓会との連

携強化を図る。 

・歯科大学では、学生共済会等との連携を図り、学生への

経済支援・課外活動支援の充実に取り組む。 

・看護大学では、前年度入学者の学生生活実態調査を基に平

成30年度入学者に必要な学習支援・経済支援・課外活動の

在り方を検討する。 

・短期大学では、求人者と求職者のミスマッチから生じる離

職者の軽減を図るための調査を準備するとともに、保健福

祉学科について、高齢者施設等におけるアルバイトが学生

自身の実技能力の向上につながるよう支援する。 

・ 学生の能動的な時間外学習を支援するため、

学習環境の整備を行う。 

・歯科大学では、新たな人間関係と学び方を支援する空間創

造を目的として整備した、学生ホールを活用した学生主体

の学びの取組みを継続的に支援する。 

・看護大学では、学生主導のグループ学習推進を計画し、実

施する。 

・短期大学では、アクティブ・ラーニングの充実を図るため、

グループワークが可能な小規模教室の設置を検討する。 

（２）学生の受け入れ  

・ アドミッション・ポリシーに基づき、厳格な

入学者選抜を行うとともに、口腔医療、口腔保

健、看護、介護を志向する意欲のある優秀な学

生を確保するため、入学制度や試験制度のあり

方について不断の検討を行う。 

・歯科大学では、アドミッション･ポリシーに基づき、厳格

な入学者選抜を行い、平成31年度入学者を確保する。 

・看護大学では、入学者の実態（志望動機、併願状況など）

に関する調査を基に、入学試験制度の検討を実施する。ま

た、他大学との試験日程の調整、指定校の検討などを実施

する。 

・短期大学では、入学試験科目、選抜方法、選抜時期等を検

討する。引き続き入学後の成績について追跡調査し、分析

する。 

・ ホームページや広報誌での入試情報の充実、

オープンキャンパス、高校訪問、高大連携、同

窓会との連携などを積極的に推進することで、

口腔医学を身に付けた医療人の必要性をアピ

ールするとともに、社会に貢献できる優秀な学

生の確保に努める。 

・歯科大学では、受験生やステークホルダーにとって、見や

すく、利便性の高いものにするためにホームページのリニ

ューアルを実施する。 

・看護大学では、ホームページ及び大学案内で大学の学びの

特徴（口腔ケア・他職種連携・地域貢献等）をアピールで

きるコンテンツを検討する。 

・短期大学では、ホームページの内容を見直し、学生生活や

教育内容が具体的に把握できるよう内容を充実させると

ともに、最新情報の発信に努める。高大連携の出前講義の

充実、大学同窓会を活用した広報活動を行う。また、ホー

ムページから入試要項を入手可能にする。 

・広報誌で各大学の特徴（教育改革・学生の学習成果等）に

ついて教員や学生にインタビューをし、記事として掲載す

る。 
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４ 社会との連携・貢献に関する目標  

（１）医科歯科総合病院  

①医科歯科総合病院における安全で良質な医療

の提供 

 

・ 地域の医療ニーズに応え、医療の質を一層向

上できるように、人材確保および人材養成のた

めの方策を継続的に図る。 

・新病院の機能（回復期リハ・地域包括ケア・嚥下リハ）に

必要なスタッフについて、職種と人数を病院運営委員会で

検討する。 

・職員の専門資格と専門研究実績を把握するとともに、病院

施設基準獲得に必要な資格と研修計画を策定する。 

・ 地域包括ケアシステムに応じた診療体制の整

備を行い、医科歯科連携および多職種連携を通

して、地域医療連携に貢献する。 

・新病院の機能を鑑みて、摂食嚥下カンファレンスを継続し

て実施する。 

 

・ 三大学の卒前・卒後教育と医療・保健・福祉職

の生涯研修に貢献する。 

・「日歯生涯研修事業」としての受講者数等を検証し、次年

度プログラムへ反映させる。 

・院外向け生涯研修プログラム出席者を増加させるため、卒

後研修委員会と病院とが協議し魅力的な内容を設定する。 

・地域病診連携を進展させ、歯科医師の生涯研修と歯科外来

患者増のため、外部の歯科医師が院内カンファレンスに参

加できる制度（オープンカンファレンス）を準備して定期

的に開催する。 

・看護大学の病院実習受け入れの準備をする。 

②医科歯科総合病院の管理体制の強化  

・ 学園および地域に立脚した機動的な病院戦略

を確立する。 

・老人保健施設サンシャインシティ及びグループ法人であ

る特別養護老人ホームサンシャインプラザ、サンシャイン

センターと定期的なミーテイングを行い、同施設からの受

入れ患者の増加に努める。 

・病診連携運営委員会と病診連携室が、来院患者の症例内容

および地域医療ニーズを継続的に分析するとともに、早良

区の各地域包括支援センターと連携を深め、高齢者支援の

充実を図り、社会基盤の整備策を立案する。 

・ 病病連携および病診連携に対する方策を継続

的に立てて実行する。 

・病病連携、病診連携を推進する体制を検討し、入院患者の

増加に努める。 

・ 効率的で無駄のない病院経営を行うために、

運用システムの中央化を図る。 

・病棟薬剤業務の充実を図るとともに、院外薬局の有効性を

検証する。 

・新病院では、SPDシステムの導入、滅菌業務及び物品購入

の一元化を検討する。また、ME機器センターの設置につい

て委員会を設けて検討を開始する。 

・ 災害時危機管理、患者情報保護および医療安

全管理についての計画的整備を図る。 

・アクションカードを完成させ、大規模災害対応訓練を実施

し、災害対策（危機管理）マニュアルの見直しを行う。 

・医療安全・感染管理に基づいた新病院設計を行う。 

・医療安全に関する講習会を計画的に開催するとともに、

BLS講習会を実施する。また、患者の権利・プライバシー

に関する講演会を企画する。 

・個人情報の漏洩件数「０」を継続する。 
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（２）口腔医療センター  

・ 患者中心の安全で良質な医療と最新医療を提

供し、病診連携の拠点として地域医療に貢献す

る。 

・医療安全講習会を定期的に開催する。また、医療安全に関

わる資料の整理、統合に取りかかる。 

 

・ 福岡歯科大学および福岡医療短期大学の卒

前・卒後教育に貢献し、各種講習の開催を通し

て生涯研修の充実を図る。 

・単独型研修施設としての申請の是非を検討する。 

・歯科大学と連携し、センターで開催する生涯研修の拡充を

図る。 

（３）介護老人保健施設  

・ 地域包括ケアシステムを支える老健施設とし

て、地域のニーズを踏まえた保健・福祉の発展

に寄与する。 

・地域包括ケアシステムを支える老健施設として、入所者の

リハビリを強化し、在宅復帰を推進する。 

 

・ サンシャインシティ活性化委員会の提言に基

づき、施設業務の見直し、改善および新たな取

り組みを行い、施設の持続的発展を目指す。 

・老健のベッド稼働率をアップするため、活性化検討委員会

の提言を実践し、ベッド稼働率を向上させる。また、デイ

ケアの利用者増に努めるとともに定員の見直しを検討す

る。 

・ 三大学や他の教育機関の教育・研究および地

域のボランティア活動の場を提供し、医療・保

健・福祉を担う人材の育成および地域社会の保

健・福祉活動と活性化に貢献する。 

・三大学や他の教育機関の実習に関する教育や施設実習を

積極的に受入れ、医療･保健･福祉を担う人材の育成に貢献

する。また、地域のボランティアを育成するとともに、活

動の場を提供し、地域社会の保健･福祉活動に貢献する。 

（４）新病院の開設  

・ 新病院の理念と基本方針を明確にして、地域

医療および卒前・卒後教育に対応した新病院を

設計する。 

・設計・施工業者と基本方針を踏まえた協議を継続する。ま

た、本学の卒前・卒後教育の理念と方針を達成できるよう

に、医療安全と院内感染防止対策を充実させるとともに、

新病院の地域医療での機能・役割を明確化する。 

・ 安心安全な医療の場を地域住民に提供するた

めに、2020年度（平成 32年度）までの開設を

目指す。 

・実施設計を完了させ、建設工事に着手するとともに、新病

院への移転準備を開始する。 

・病院情報システムの仕様書を策定する。 

（５）社会連携  

・ 大学ネットワークふくおか、西部地区五大学、

七隈線沿線三大学の連携を推進し、地域貢献活

動を拡充する。 

・歯科大学では、学生ボランティアによる地域貢献活動を支

援する。 

・ 地域貢献活動を基盤にした地域志向教育・研

究を展開する。 

・歯科大学選択科目「福博の歴史と文化探訪」の地域志向科

目としてのカリキュラムを評価し、学習方略等改良して実

施する。また、平成 31 年度からの継続あるいは新規地域

志向科目への転換について検討する。 

・コミュニティカフェ「かふぇもりのいえ」をグループ法人

である社会福祉法人学而会等と共催し、引き続き地域の課

題の発見と解決に努める。 

・看護大学では、学生ボランティアについて組織化を図り、

学生の地域志向を促進する。 

・ 県・市・自治組織、医療・保健・介護・福祉等

の職能団体との連携を拡充して地域連携プラ

ットフォームを形成し、生涯研修プログラムの

充実を図る。 

・歯科大学では、卒後生涯研修プログラムの充実に向け、歯

科医師会等から意見聴取を行う。 

・住民向けの健康増進イベントの各種団体との共催を継続

する。 

・他職種（介護施設介護員、看護師、薬剤師等）に向けた口

腔医学に関する生涯研修プログラムのテーマ・内容につい

て検討する。 
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・看護大学では、地域住民の健康増進を目的とした教育・研

修プログラム開発に向けて、関係機関との連携を図る。 

・ 地方自治体、医療・介護・福祉団体および地域

での多職種連携を基盤とした地域包括ケアシ

ステムの構築を支援する。 

・「口腔と全身の健康増進」、「介護予防」、「子育て支援」な

どに関連する情報を、地域の特性に適合させた形式（公開

講座、出前講座、健康体操教室、無料健康相談等）及び連

携体制（各種団体･職種との協力）で引き続き提供する。 

・ 同窓会との連携を拡充する。 ・福岡学園・福岡歯科大学創立 50周年に向け、歯科大学及

び短期大学同窓会との協力体制を検討する。 

・歯科大学同窓会員を対象とした、生涯研修プログラムの

優待制度の拡充を進める。 

（６）国際連携  

・ ヨーロッパ、北米およびアジアの姉妹校や他

の海外の大学・研究機関との教育・研究連携を

積極的に展開し、国際的視野をもつ医療人や教

育・研究スタッフの育成を図るとともに、研究

活動の国際的展開のための基盤形成を推進す

る。 

・歯科大学では、ヨーロッパ、北米及びアジア各国における

姉妹校との交流環境の変化に対応した交流内容の見直し

及び新規姉妹校協定締結のため、情報収集を引き続き行

う。 

・姉妹校との交流について、ＪＳＴの「さくらサイエンスプ

ラン」を活用する。 

・看護大学では、他大学の海外研修制度の実態を調査する。

更に、海外の看護系大学との交流目的や交流内容、交流先

などを検討する。 

５ 組織運営に関する目標  

（１）教育・研究組織等の活性化  

・ 学長のリーダーシップの下、教育研究活動の

不断の見直しを行い、社会の変化に柔軟に対応

できる教育研究組織を構築する。 

・学長のリーダーシップ強化に向けての体制整備（案）を策

定する。 

・教育研究活動の見直しに向け、業界別団体、地域等から意

見を聴取する。 

・教員組織検討委員会等において歯科大学教員組織の見直

しを引き続き協議する。 

・ 三大学体制下における事務組織のあり方を検

討し、課の統合やアウトソーシング等の効率的

な事務組織を構築する。 

・口腔医療センターの新事務体制について必要な検証を行

う。 

・三大学体制下における効率的な事務組織等のあり方を引

き続き協議する。 

・ 2022年（平成 34年）の福岡学園・福岡歯科大

学創立 50 周年に向けて記念事業、寄附事業等

の準備を開始する。 

・募金事業および年史の編纂作業を開始する。 

・ 福岡看護大学の教育研究基盤を充実させるた

め、2021年度（平成 33年度）設置に向け、看

護系大学院開設の準備を進める。（再掲） 

・大学院看護学研究科設置準備委員会で、地域社会のヘルス

ケアニーズ、看護教育上のニーズについて情報収集・分析

を行うとともに、特色ある大学院構築のため、同委員会で

検討する。また、平成 31 年度 10 月までに各教員の教育研

究業績の充実を図る。（再掲） 

・ 社会のニーズ等を踏まえて、歯科衛生学科の

学士課程への転換に向けた検討を継続し、保健

福祉学科の改組（専門職業短期大学）を検討す

る。（再掲） 

・歯科衛生学科では、学士課程に対応できる教員を育成する

ため、研究ブランディング事業を基盤に、助教、講師の研

究を支援し、業績を積み上げる。（再掲） 

・保健福祉学科では、多種多様な取組みを実施する。また、

学科の改組等の方向性についても検討する。（再掲） 

（２）人事制度の充実と人材確保  

・ 学園および各大学等の円滑な運営を推進する ・策定した求める職員像に基づき、職員の研修計画を見直
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ため、人材育成計画を検証し、有能な人材を確

保する。 

す。 

・引継ぎ業務を円滑化するため、事務職員の異動時期の見直

しを進める。 

・有能な人材の確保に向け、他大学の人材確保方法等の調査

を行う。 

・ 人材育成の観点から人事考課制度の検証を行

うとともに、考課結果を適正に処遇に反映す

る。また、意欲、能力、実績を踏まえた効率的

な職員配置によって組織力の最大化を図る。 

・人事考課制度と任期制の整合性等について検討を行う。 

 

・ 職務の高度化・専門化および教職協働の強化

等を視野に、教職員の意識改革と能力向上に向

けた FD・SD を推進する。 

・教職員の倫理教育の体制強化を検討する。 

 

（３）評価システムの充実  

・ 本学園の組織運営に係る内部質保証の確立に

向け、効果的な自己点検・評価を実施する。 

・内部質保証の確立に向けて、自己点検・評価体制の整備、

規則改正を検討する。 

・ 福岡歯科大学は歯学教育認証制度（分野別認

証制度）の本格開始に向けた準備を行うととも

に 2020年度（平成 32年度）に大学基準協会の

認証評価を受審する。福岡看護大学は 2022 年

度（平成 34 年度）に大学基準協会の認証評価

を、福岡医療短期大学は 2021 年度（平成 33 年

度）に短期大学基準協会の認証評価を、医科歯

科総合病院は 2017 年度（平成 29年度）に日本

医療機能評価機構の病院機能評価を、それぞれ

受審する。 

・歯科大学は、歯学教育認証評価制度の情報収集を行うとと

もに、自己点検・評価委員会において「福岡歯科大学の現

状と課題 改善報告書‘17」を作成する。 

・短期大学は、自己点検･評価報告書に基づき、教育改善の取

組みを進める。 

・病院は、日本医療機能評価機構と大学間相互チェックの指

摘を改善するための方策（予算組みなど）を検討する。 

（４）情報公開の充実  

・ 自己点検評価、認証評価を始め、学園活動の

積極的な情報発信に努め、公益に資する適時か

つ適切な情報公開を行う。 

・自己点検･評価、教育研究活動等のほか、財務情報等を積

極的に学内外に公開する。 

 

・ 学生や患者等のニーズに応じた分かりやすい

情報を発信するため、広報戦略を見直すととも

に学園広報体制を充実させ、情報発信力の強化

を図る。 

・学生･患者等へのアンケート調査を継続するとともに、分

析結果を踏まえ、強化すべき広報手段、内容、時期を決定

し、広報計画を立案する。 

（５）危機管理体制の強化  

・ 自然災害や医療事故など想定される様々な危

機事象への対応を日常的に見直し、危機管理体

制を強化する。また、学生・教職員に対し安全

に関する意識啓発を行う。 

・様々な危機事象への迅速、適切な対応に向けて、大学を取

り巻く危機動向の把握を行う。 

・アクションカードを活用した災害対策マニュアルへの見

直しを行う。 

・ 諸規則を遵守、整備し、健全な法人運営を堅

持するとともに、監査環境の充実を図る。 

・監査環境の充実に向け、監事と内部監査室との連携強化を

進める。 

・公的研究費に関するガイドラインに基づき、引き続き適正

な執行管理を行う。 

・検索しやすい規程集とするため、索引等の見直しを行う。 

・ 情報セキュリティに対する教職員の意識向上

を図るとともに、重要情報を適切に保護するシ

ステムの構築に努める。 

・学園が大規模自然災害や火災などで被災した際の事業継

続のため、重要データの遠隔施設でのバックアップシステ

ムを構築する。 

・「コンピュータウイルス対策等情報セキュリティに関する

マニュアル」について、時代に即した内容で見直しを行い、
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必要があれば改版する。 

６ 財務・施設に関する目標  

（１）財政基盤の強化  

・ 本学園が継続的に発展し、社会からの要請に

的確に応えるため、第三次中期構想を踏まえた

財務計画を策定する。 

・前年度決算を基に、中期構想における財務計画を検証し、

必要に応じて、計画修正を行う。 

・長期にわたり、収支改善が見込まれない部門については、

将来的な在り方を抜本的に検討する。 

・ 学生納付金を安定的に確保するとともに、外

部資金（補助金・寄付金等）の獲得および保有

資産の運用による増収に努める。 

・私立大学等経常費補助金等の増額に向け、歯科大学・短期

大学の改革総合支援事業等への取組み体制の強化を図り、

必要な対応を行う。 

・資金運用については、リスク分散を行い、効果的かつ安定

的な収入を確保する。 

・ 医科歯科総合病院、口腔医療センター、介護

老人保健施設は収支改善に努め、早期に独立採

算による安定した運営を目指す。 

・病院では、病院収支を黒字化するため、歯科では保険点数

の取漏れ防止、医科では、病病連携によって急性期病院か

らの転院促進などを検討し、実施する。 

・口腔医療センターでは、医療安全の徹底を図るとともに、

自費診療のオプションを拡大し患者へ提供することで収

入増へと繋げる。 

・老健では、入所(短期入所を含む)とデイケアが連携し、1

日平均の利用者増に取り組む。 

・ 効率的予算執行と業務合理化により経費の抑

制を図る。 

・事業計画及び費用対効果を踏まえた予算編成を実施し、予

算の効率的な執行に努める。また、業務の合理化、経費の

抑制に繋がる具体策を検討し、実施する。 

（２）キャンパス整備計画の策定  

・ 既存校舎および教育研究・医療設備等の改修・

更新計画を策定する。 

・既存校舎および教育研究・医療設備等の改修・更新計画を

実施する。 

・ 福岡歯科大学医科歯科総合病院の建替え等、

既存施設の老朽化や新たな施設需要に対応す

るため、財政状況に応じた実効性のある施設マ

ネジメント（施設整備や維持管理、既存施設の

有効活用、省エネルギー対策、財源確保等）に

より、計画的・重点的な整備を推進する。 

・病院建替えに伴う事前工事の着手及び旧病院跡地利用計

画を策定する。 

・エネルギー使用合理化を引き続き推進し、熱･電気等のエ

ネルギー使用量削減に努める。 

・情報図書館図書管理規則に則り、3年に1回の循環照合によ

る蔵書点検(1年で3分の1点検)を前年度整備した図書シス

テムにより開始し、蔵書情報の整備を行う。 

・１階保存書庫の有効活用のため、各部署の利用状況を把握

し、利用のない重複図書等を中心に不要図書を選定し、整

理する。 

・ 学生・教職員および地域住民の安全に配慮し、

自然災害等に対応できる安全安心なキャンパ

ス環境を維持する。 

・緊急連絡システム活用時の送信メッセージを災害種（台

風、火災、地震等）ごとに策定し、非常時に備える。 

・学生・教職員の安心安全に配慮した環境整備を検討する。 

 


